
 

 

当院では、「入院時食事療養費（Ⅰ）」の届け出を行っており、 

管理栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供していま

す。 

～標準負担額は下表のとおりとなります～ 

入院時食事療養費の標準負担額（1食につき） 


